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 船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 平成３１年１月１２日 ０７時００分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

 広島港西防波堤灯台から真方位２８０°１,４６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３２°２６.３′） 

事故の概要  コンテナ専用船PACIFIC
パシフィック

 SINGAPORE
シ ン ガ ポ ー ル

は、着岸してコンテナのラッシ

ングの開放作業中、作業員が負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

コンテナ専用船 PACIFIC SINGAPORE（リベリア共和国籍）、７,４６

４トン（６９８ＴＥＵ） 

９４３３９３７（ＩＭＯ番号）、TWENTY SILVER S.A.  

１２９.５８ｍ×２０.８３ｍ×１０.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７,２００kＷ、２００８年（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長（ハンガリー共和国籍） 男性 ５０歳  

 免状不詳 

作業員Ａ 男性 ５９歳 

作業員Ｂ 男性 ２７歳 

 死傷者等 重傷 １人（作業員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風速 約３m/s、視界 良好 

海上：平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか１４人（ウクライナ籍２人、フィリピン共和国籍

１０人、ミャンマー連邦共和国籍１人、インド籍１人）が乗り組み、

平成３１年１月１２日０６時２４分ごろ広島港出島岸壁に右舷着けで

着岸した。 

港湾運送事業者（以下「Ａ社」という。）は、作業責任者並びに作

業員Ａ及び作業員Ｂを含む作業員８人で本船のコンテナの積卸し作業

を実施することにした。 

作業責任者は、０６時３０分ごろ作業内容、作業時の注意事項等に

ついての事前ミーティングを行い、０６時４５分ごろから本船のコン
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テナの積卸し作業を開始した。 

作業員Ａ及び作業員Ｂは、コンテナを床面に固定しているスタッカ

と呼称される装置の解除、積み上げたコンテナと床面とを固縛
こ ば く

する鋼

製ラッシング棒（以下「ラッシング棒」という。）の取り外しといっ

たラッシングの開放作業を担当し、船首側コンテナのラッシングを開

放した後、船橋楼左舷船首側に置かれたコンテナの船首側ラッシング

の開放作業に就
つ

いた。 

作業員Ｂは、左舷側１区画が‘コンテナ１段分の約２.６ｍ高くな

り下部が通路となったコンテナ置場’（以下「本件コンテナ置場」と

いう。）に登り、本件コンテナ置場の床面から２段目（上甲板から３

段目の位置）のコンテナ右舷側上端部と床面左舷側の固定金具との間

及び同コンテナ左舷側下端部と床面右舷側の固定金具との間に掛けら

れた長短２本のラッシング棒の取り外しにかかった。 

作業員Ｂは、下方でスタッカの解除作業を担当していた作業員Ａに

ラッシング棒を外す旨を伝え、作業員Ａが本件コンテナ置場の下に避

難したのを確認した後、床面左舷側の固定金具を緩めて長いラッシン

グ棒の下端を外し、同棒を持ち上げて上端部の爪を外し、上端部を横

に倒すようにして上甲板上に落とした。 

作業員Ａは、本件コンテナ置場の下に避難したものの、ラッシング

棒が落下するまでにコンテナのスタッカを解除できると思い、本件コ

ンテナ置場の下から出てスタッカの解除作業を行うこととした。 

作業員Ａは、右舷側に歩きながらスタッカの解除ピンを足で外し、

左舷側から３列目のコンテナの前を歩いていた時、０７時００分ごろ

長いラッシング棒が落ちて来て同棒の先端部がヘルメット及び右肩に

当たった。（図１参照） 
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作業員Ａは、作業責任者の車で広島市内の病院に搬送され、右鎖骨

骨折及び右肩関節打撲傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ ラッシング

棒の状況 参照） 

 その他の事項 長いラッシング棒は、長さ約４.８ｍ、重さ約１８㎏であった。 

作業員Ｂは、通常、両方のラッシング棒の下端を先に外した後、そ

れぞれのラッシング棒を上甲板上に落としていたが、本事故当時、本

件コンテナ置場の足場が狭くて左右に移動しづらかったので、長いラ

ッシング棒の下端を外した後、短いラッシング棒の下端を外す前に、

長いラッシング棒を上甲板上に落とした。 

作業員Ａは、スタッカの解除作業を行う際には、作業員Ｂにその旨

を伝えて安全を確認した上で実施していれば良かったと、本事故後に

思った。 

Ａ社は、コンテナの積卸し作業等に関する安全作業手順書を作成し

ていたが、ラッシングの開放作業手順までは定めていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、広島港出島岸壁に着岸してコンテナのラッシングの開放作

業中、作業員Ｂが、ラッシング棒を外す旨を伝え、作業員Ａが本件コ

ンテナ置場の下に避難したのを確認したものの、通常の手順と異なる

外し方をすることを作業員Ａに伝えず、また、作業員Ａが、ラッシン

図１ 事故状況略図 
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グ棒の落下までにコンテナのスタッカを解除できると思い、無言で本

件コンテナ置場の下から出て右舷側に向かったことから、落下して来

たラッシング棒が作業員Ａの右肩に当たって負傷したものと推定され

る。 

原因 本事故は、本船が広島港出島岸壁に着岸してコンテナのラッシング

の開放作業中、作業員Ｂが、ラッシング棒を外す旨を伝え、作業員Ａ

が本件コンテナ置場の下に避難したのを確認したものの、通常の手順

と異なる外し方をすることを作業員Ａに伝えず、また、作業員Ａが、

ラッシング棒の落下までにコンテナのスタッカを解除できると思い、

無言で本件コンテナ置場の下から出て右舷側に向かったため、落下し

て来たラッシング棒が作業員Ａの右肩に当たったことにより発生した

ものと推定される。 

再発防止策 

 

 

Ａ社は、本事故後、安全作業手順書を改訂し、ラッシング棒取り外

し及びスタッカ解除の手順、声掛けの励行並びに作業実施者以外の者

の安全な場所での待機を明記するとともに、職員全員に対しての周

知、徹底を図った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業実施者以外の者は、ラッシング棒の取り外しと重複してスタ

ッカの解除を行うことなく、ラッシング棒の取り外しが終了する

まで安全な場所で待機すること。 

・作業実施者は、コンテナのラッシング棒を取り外す際、作業実施

者以外の者に対して声掛けを行い、安全を確認した上で取り外し

を行うとともに、通常と異なる手順で作業を実施する場合は、具

体的な手順を作業実施者以外の者に伝えること。 

・港湾運送事業者は、安全作業手順書等に、ラッシングの開放作業

に際してのラッシング棒取り外し及びスタッカ解除の手順、声掛

けの励行並びに作業実施者以外の者の安全な場所での待機に関す

る事項を具体的に明記しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３１年１月１２日 ０７時００分ごろ発生） 

広島港西防波堤灯台 

広島港第３区 

広島県 

港界線 

出島岸壁 
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写真２ ラッシング棒の状況 
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